
委託費（阪急委託）
寺戸町二ノ坪地区他
老朽配水管布設替工事
口径Φ４００ｍｍ　Ｌ＝７８．０ｍ
口径Φ１５０ｍｍ　Ｌ＝６７．０ｍ
工事費　１３０，０００千円
（起債額　１００，０００千円）

配水管ループ化工事
森本町天神森地区他
口径５０ｍｍ　Ｌ＝８７．０ｍ
工事費　２，６００千円　

配水管ループ化工事
鶏冠井町掘ノ内地区
口径５０ｍｍ　Ｌ＝３４．０ｍ
工事費　１，１００千円　

　

　

【老朽配水支管布設替】
寺戸町西田中瀬地区
配水支管布設替工事
口径φ７５㎜他　Ｌ＝１７６ｍ
工事費　１１，８９７，５５０円

【老朽配水支管布設替】
上植野町樋爪地区
配水支管布設替工事
口径φ１００㎜他　Ｌ＝２８８ｍ
工事費　２１，５５７，５５０円
　

水道管路施設劣化診断調査
業務委託
向日市内一円
管路劣化・土壌調査：５８箇所
流量測定調査：６箇所
水圧測定調査：１３箇所
委託費　１５，１４４，１５０円

物集女西浄水場他
耐震診断調査業務委託
委託費　２６，２５０，０００円

上植野浄水場配水塔
耐震診断業務委託
委託費　１，５７５，０００円

【老朽配水支管布設替】
物集女町北ノ口地区
配水支管布設替工事
口径φ１００㎜他　Ｌ＝４１７ｍ
工事費　２８，２４５，０００円

【開発関連配水支管布設】
(阪急洛西口駅東地区
土地区画整理事業関連)
配水支管布設工事（その１）
口径φ１５０㎜他　Ｌ＝４２９ｍ
工事費　１３，６５０，０００円

【開発関連配水支管布設】
(阪急洛西口駅東地区
土地区画整理事業関連)
配水支管布設工事（その２）
口径φ１５０㎜他　Ｌ＝５１８ｍ
工事費　１８，３７５，０００円

【ループ化事業】
(寺戸森本幹線１号
拡幅改良工事関連)
配水支管布設工事
森本町上森本地区他
口径φ１５０㎜　Ｌ＝１９７ｍ
工事費　１０，８３０，７５０円

【鉛給水管取替】
上植野町大田地区
給水管布設替工事
口径φ２０㎜他　N＝５９件
工事費　５，２５０，０００円
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工事施工箇所

業務委託箇所

市単独事業

補助対象事業

【汚水③】単（長寿命化事業）

下水道管渠補修及び管口止水工事
　管渠補修　１１か所
　管口止水　２１か所
　工事費　４，６６７，２５０円

【汚水①】単（長寿命化事業）

下水道マンホール及び
管口テレビカメラ調査業務
　Ｎ＝５０９箇所
　委託料　４，６２０，０００円

【汚水②】単（新設）

森本町上森本地区枝線工事
　管径　φ２５０ｍｍ
　延長　Ｌ＝１９ｍ
　工事費　１，８９０，０００円

単

補

【雨水①】補（浸水対策事業）

市道第２０８７号線
石田川バイパス水路実施設計業務
　延長　Ｌ＝２４０ｍ
　委託料　３，２０６，７００円

【雨水⑤】単

石田川１号排水ポンプ整備等維持工事
　ポンプ整備　１基
　浚渫・止水 Ｌ＝５４．４ｍ　
　工事費　４，９１４，０００円

【雨水④】単

北野台公園雨水貯留槽改修工事
　公園部貯留量　３９８ｍ
　道路部貯留量　３２９ｍ
　工事費　９９，１４５，０００円 【雨水⑥】単

寺戸川・石田川維持工事
　草刈り・浚渫・護岸補修等
　転落防止柵設置　Ｌ＝３１ｍ
　工事費　６，６５８，０５０円

３

石
田
川
１
号
幹
線

雨水北幹線第１号管渠

【雨水②】単

雨水北幹線第１号管渠保守点検業務
　委託料　１，４１７，５００円

【雨水③】単

石田川１号幹線保守点検等業務
　　委託料　９９９，５５２円

【雨水⑧】単

雨水北幹線第１号管渠浚渫工事
　工事費　４４１，０００円

石田川

【雨水⑦】単

北ノ口調整池維持工事
　浚渫・除草・伐採
　工事費　６０９，０００円

３

（呑龍トンネル）
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新会計制度適用に伴う主な変更点について

１ 地方公営企業制度見直しの目的

平成２３年４月２８日に地方公営企業法が改正され、平成２４年４月１日

から施行された。新会計制度は、その法改正基づくものであり、平成２６年

度予算から適用される。

（１）民間企業の会計制度との整合性

（２）他団体との比較を容易にするための基準の統一

→ 固定資産の減価償却方法の統一

２ 本市の貸借対照表、損益計算書に及ぼす影響

（１）貸借対照表において「資本」が減少し「負債」が増加する

① 企業債、工事負担金、新規給水加入金の計上区分を変更

「資本」→「負債」へ変更

② 新たな引当金（賞与引当金、貸倒引当金）の義務づけ
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（２）新たな収益として「長期前受金戻入益」が計上される

配水管などの資産の財源である長期前受金（工事負担金、新規給水加入

金等）を、減価償却に合わせ、耐用年数の期間にわたって各年度に収益と

して計上

→２６年度以降、１億円前後の新しい収益（長期前受金戻入益）が毎年

度計上される（ただし、工事負担金等は、すでに収入された年度に財

源として使用されているため、現金を伴わない見かけ上の収益である

ことに注意が必要）

【減価償却費と長期前受金戻入益の関係イメージ】
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〈参 考〉

向日市水道事業給水管理条例の一部改正（第１条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（工事費の算出方法） （工事費の算出方法）

第１０条 略 第１０条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 前３項に規定する工事費は、それぞれ算出された額に ４ 前３項に規定する工事費は、それぞれ算出された額に

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税 １００分の１０５を乗じて得た

が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得

た金額（以下「消費税額」という。）及び消費税額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく地方消費

税の税率を乗じて得た金額の合計額（この金額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）に

相当する額（以下「消費税等相当額」という。）を加え

た額とする。 額とする。

５ 略 ５ 略

（１月の料金の額） （１月の料金の額）

第２８条 １月の料金の額は、次の各号に掲げる区分に応 第２８条 １月の料金の額は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に消費税等 じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に１００分

相当額を加えた 額とする。 の１０５を乗じて得た額とする。この場合において、１

円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略
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向日市水道新規給水加入金条例の一部改正（第２条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（加入金の額） （加入金の額）

第３条 加入金の額は、次に掲げる額に消費税法（昭和６ 第３条 加入金の額は、次に掲げる額に１００分の１０５

３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に を乗じて得た

同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額（以下「消

費税額」という。）及び消費税額に地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）に基づく地方消費税の税率を乗じて

得た金額の合計額（この金額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた金額）に相当する額を加え

た額とする。 額とする。

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略

向日市公共下水道使用料条例の一部改正（第３条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（使用料の算定方法） （使用料の算定方法）

第６条 使用料の額は、次の各号に掲げる汚水の区分に応 第６条 使用料の額は、次の各号に掲げる汚水の区分に応

じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に消費税法 じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に１００分

（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課され の１０５を乗じて得た

る金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額

（以下「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に基づく地方消費税の税

率を乗じて得た金額の合計額（この金額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた金額）に相当す

る額を加えた額とする。 額とする。この場合において、当該額に１

円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略


